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本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
三
十
号
）
（
税
務
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

地
方
税
法
等
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
軽
油
引
取
税
の
当
分
の
間
税
率
及
び
自
動
車
税
（
環
境

性
能
割
）
を
廃
止
す
る
等
の
改
正
を
行
う
。 

二 

内
容 

 

㈠ 

軽
油
引
取
税 

 
 

 

当
分
の
間
税
率
を
令
和
八
年
四
月
一
日
に
廃
止
す
る
。 

 

㈡ 

自
動
車
税 

 
 

ア 

自
動
車
税
（
環
境
性
能
割
）
を
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
を
も
っ
て
廃
止
す
る
。 

 
 

イ 

自
動
車
税
（
種
別
割
）
を
自
動
車
税
と
す
る
。 

 
 

ウ 

燃
費
性
能
等
が
優
れ
た
自
動
車
の
税
率
を
軽
減
し
、
一
定
年
数
を
経
過
し
た
自
動
車
の

税
率
を
重
く
す
る
特
例
措
置
の
適
用
期
限
を
二
年
延
長
す
る
。 

 

㈢ 

不
動
産
取
得
税 

 
 

ア 

免
税
点
を
引
き
上
げ
る
。 

 
 

イ 

宅
地
建
物
取
引
業
者
等
が
住
宅
を
新
築
し
た
日
か
ら
六
か
月
以
内
に
他
者
に
譲
渡
し
た

場
合
に
課
税
し
な
い
措
置
に
つ
い
て
、
そ
の
期
間
の
要
件
を
六
か
月
以
内
か
ら
一
年
以
内

に
緩
和
す
る
特
例
措
置
の
適
用
期
限
を
五
年
延
長
す
る
。 

 
 

ウ 

新
築
住
宅
用
土
地
の
減
税
措
置
に
つ
い
て
、
土
地
取
得
か
ら
住
宅
新
築
ま
で
の
経
過
年

数
の
要
件
を
二
年
か
ら
三
年
に
緩
和
す
る
特
例
措
置
の
適
用
期
限
を
五
年
延
長
す
る
。 

 

㈣ 

そ
の
他 

 
 

 

規
定
の
整
備
を
行
う
。 

三 

施
行
期
日 

 
 

令
和
八
年
四
月
一
日 



条

例 

埼
玉
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
条
例
第
三
十
号 

埼
玉
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
埼
玉
県
税
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

埼
玉
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
埼
玉
県
条
例
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 
 

目
次
中
「
第
五
十
五
条
の
十
九
」
を
「
第
五
十
五
条
の
六
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
十
四
条
第
二
項
中
「
第
五
十
五
条
の
十
九
」
を
「
第
五
十
五
条
の
六
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
十
五
条
第
一
項
中
「
の
種
別
割
」
を
削
る
。 

 
 

第
三
十
二
条
の
二
の
四
第
一
項
中
「
十
万
円
」
を
「
十
六
万
円
」
に
、
「
本
条
」
を
「
こ
の

条
」
に
、
「
二
十
三
万
円
」
を
「
六
十
六
万
円
」
に
、
「
十
二
万
円
」
を
「
三
十
四
万
円
」
に

改
め
る
。 

 

 
 

第
四
十
七
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 

自
動
車
税
は
、
自
動
車
に
対
し
、
そ
の
所
有
者
に
課
す
る
。 

 
 

第
四
十
七
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
、
「
、
第

一
項
」
を
「
、
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
す
る
。 

 
 

第
四
十
八
条
第
一
項
中
「
、
自
動
車
税
の
賦
課
徴
収
に
つ
い
て
は
」
及
び
「
前
条
第
一
項
に

規
定
す
る
自
動
車
の
取
得
者
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
自
動
車
の
取
得
者
」
と
い
う
。
）
及

び
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
自
動
車
の
取
得
者
及
び
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四

項
を
削
る
。 

 
 

第
五
十
条
か
ら
第
五
十
五
条
の
七
ま
で
を
削
る
。 

 
 

第
五
十
五
条
の
八
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同
条

を
第
五
十
条
と
す
る
。 

 
 

第
五
十
五
条
の
九
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同
条

を
第
五
十
一
条
と
す
る
。 

 
 

第
五
十
五
条
の
十
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同
条

を
第
五
十
二
条
と
す
る
。 

 
 

第
五
十
五
条
の
十
一
の
見
出
し
並
び
に
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動

車
税
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
新
規
登
録
」
を
「
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法

律
第
百
八
十
五
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
新
規
登
録
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
新
規

登
録
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
第
百
七
十
七
条
の
十
第
一
項
」
を
「
第
百
五
十
七
条
第
一
項
」



に
、
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
規
定
に
よ
る
」
を
「
規
定
に

よ
り
」
に
、
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
、
「
第
五
十
五
条
の
十
四
」
を
「
第
五
十
五
条
」

に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第
五
十
五
条
の
十
四
」
を
「
第
五
十
五
条
」
に
、
「
種
別
割
」
を

「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
十
三
条
と
す
る
。 

 
 

第
五
十
五
条
の
十
二
を
削
る
。 

 
 

第
五
十
五
条
の
十
三
の
見
出
し
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同
条
中
「
情
報

通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
」
の
下
に
「
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百

五
十
一
号
）
」
を
加
え
、
「
第
五
十
五
条
の
十
一
第
三
項
」
を
「
前
条
第
三
項
」
に
、
「
当
該

登
録
」
を
「
当
該
新
規
登
録
」
に
、
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
十

四
条
と
す
る
。 

 
 

第
五
十
五
条
の
十
四
の
見
出
し
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中

「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
、
「
移
転
登
録
」
を
「
同
法
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る

移
転
登
録
（
次
項
に
お
い
て
「
移
転
登
録
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
五

十
五
条
の
十
七
第
一
項
」
を
「
第
五
十
五
条
の
四
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
第
四

十
七
条
第
三
項
」
を
「
第
四
十
七
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
種
別
割
」
を
「
自

動
車
税
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
十
五
条
と
す
る
。 

 
 

第
五
十
五
条
の
十
五
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
十
五
条
の
二

と
す
る
。 

 
 

第
五
十
五
条
の
十
六
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、

同
条
を
第
五
十
五
条
の
三
と
す
る
。 

 
 

第
五
十
五
条
の
十
七
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
、
身
体
障
害
者
等
」
を
「
、
身
体
に
障
害
を
有
し
歩
行
が
困
難
な
者
で
規
則

で
定
め
る
も
の
又
は
精
神
に
障
害
を
有
し
歩
行
が
困
難
な
者
で
規
則
で
定
め
る
も
の
（
以
下
こ

の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
身
体
障
害
者
等
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車

税
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同
条
を

第
五
十
五
条
の
四
と
す
る
。 

 
 

第
五
十
五
条
の
十
八
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同

条
を
第
五
十
五
条
の
五
と
す
る
。 

 
 

第
五
十
五
条
の
十
九
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同

条
を
第
五
十
五
条
の
六
と
す
る
。 

 
 

附
則
第
三
条
の
二
を
削
る
。 

 
 

附
則
第
六
条
の
二
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
附
則
第
五
条
の
四
の
二
第
一
項
」
を

「
附
則
第
五
条
の
四
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
と
す
る
。 

 
 

附
則
第
十
一
条
の
二
中
「
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
」



に
改
め
る
。 

 
 

附
則
第
二
十
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
第
二
十
二
条 

削
除 

 
 

附
則
第
二
十
二
条
の
二
か
ら
第
二
十
二
条
の
六
ま
で
を
削
る
。 

 
 

附
則
第
二
十
三
条
の
前
の
見
出
し
中
「
の
種
別
割
」
を
削
り
、
同
条
第
一
項
中
「
法
第
百
四

十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
電
気
自
動
車
」
を
「
電
気
を
動
力
源
と
す
る
自
動
車
で
内

燃
機
関
を
有
し
な
い
も
の
」
に
、
「
法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
天
然
ガ
ス

自
動
車
」
を
「
専
ら
可
燃
性
天
然
ガ
ス
を
内
燃
機
関
の
燃
料
と
し
て
用
い
る
自
動
車
で
施
行
規

則
で
定
め
る
も
の
」
に
、
「
次
項
第
二
号
及
び
次
条
第
二
項
」
を
「
次
項
第
二
号
及
び
同
条
第

二
項
」
に
、
「
法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
電
力
併
用
自
動
車
を
い
う
。
」

を
「
内
燃
機
関
を
有
す
る
自
動
車
で
併
せ
て
電
気
そ
の
他
の
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
を
動
力

源
と
し
て
用
い
る
も
の
で
あ
つ
て
、
廃
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
回
収
す
る
機
能
を
備
え
て
い
る
こ
と
に

よ
り
大
気
汚
染
防
止
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
二
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る

自
動
車
排
出
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
に
資
す
る
も
の
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
第
一

号
及
び
」
に
、
「
次
条
第
一
項
」
を
「
同
条
第
一
項
」
に
、
「
第
五
十
五
条
の
八
第
一
項
第
三

号
イ
⑴
」
を
「
第
五
十
条
第
一
項
第
三
号
イ
⑴
」
に
改
め
、
「
の
種
別
割
」
を
削
り
、
同
項
第

一
号
及
び
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

一 

ガ
ソ
リ
ン
自
動
車
（
ガ
ソ
リ
ン
を
内
燃
機
関
の
燃
料
と
し
て
用
い
る
自
動
車
を
い
う
。

第
三
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
石
油
ガ
ス
自
動
車
（
液
化
石
油
ガ
ス
を
内
燃
機

関
の
燃
料
と
し
て
用
い
る
自
動
車
を
い
い
、
充
電
機
能
付
電
力
併
用
自
動
車
（
電
力
併
用

自
動
車
の
う
ち
、
動
力
源
と
し
て
用
い
る
電
気
を
外
部
か
ら
充
電
す
る
機
能
を
備
え
て
い

る
も
の
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
次
号
、
次
項
第
三
号
及
び
第
三
項
第
一
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
同
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
平

成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
最
初
の
道
路
運
送
車
両
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す

る
新
規
登
録
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
初
回
新
規
登
録
」
と
い
う
。
）

を
受
け
た
も
の 

初
回
新
規
登
録
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
四
年
を
経
過
し
た
日
の

属
す
る
年
度 

二 

軽
油
自
動
車
（
軽
油
を
内
燃
機
関
の
燃
料
と
し
て
用
い
る
自
動
車
を
い
い
、
充
電
機
能

付
電
力
併
用
自
動
車
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
第
三
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
そ

の
他
の
前
号
に
掲
げ
る
自
動
車
以
外
の
自
動
車
で
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に

初
回
新
規
登
録
を
受
け
た
も
の 

初
回
新
規
登
録
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
二
年
を

経
過
し
た
日
の
属
す
る
年
度 

 
 

 

附
則
第
二
十
三
条
第
二
項
中
「
第
五
十
五
条
の
八
第
一
項
」
を
「
第
五
十
条
第
一
項
」
に
、

「
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら



令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
に
改
め
、
「
の
種
別
割
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
第
五

十
一
条
第
一
項
第
一
号
イ
⑴

（ｉ）
に
規
定
す
る
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
」
を
「
自
動
車
排
出
ガ
ス
に

係
る
保
安
上
又
は
公
害
防
止
そ
の
他
の
環
境
保
全
上
の
技
術
基
準
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
各

号
に
お
い
て
「
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
第
二

号
ロ
に
規
定
す
る
平
成
二
十
一
年
天
然
ガ
ス
車
基
準
」
を
「
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成

二
十
一
年
十
月
一
日
（
同
法
第
四
十
条
第
三
号
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
を
超

え
十
二
ト
ン
以
下
の
天
然
ガ
ス
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
）
以
降
に
適

用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
」

に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
」
を
削
り
、
同
項

第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

３ 

次
に
掲
げ
る
自
動
車
の
う
ち
、
営
業
用
の
乗
用
車
に
対
す
る
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
営
業
用
の
乗
用
車
が
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
に
初
回
新
規
登
録
を
受
け
た
場
合
に
は
、
令
和
八
年
度
分
の
自
動
車
税
に

限
り
、
前
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。 

 
 

一 

ガ
ソ
リ
ン
自
動
車
（
充
電
機
能
付
電
力
併
用
自
動
車
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の

う
ち
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

平
成
三
十
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保

安
基
準
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
二
分
の
一
を
超
え
な

い
も
の
又
は
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
同
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
七
年
十
月
一
日
以
降

に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
施
行
規
則
で
定
め

る
も
の
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
つ
て
、
エ
ネ
ル

ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五

十
四
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
百
五
十
一
条
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効

率
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
と
い
う
。
）
が
同
法
第
百
四
十

九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
機
器
等
製
造
事
業
者
等
の
判

断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
勘
案
し
て
施
行
規
則
で
定
め
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
（
以

下
こ
の
号
に
お
い
て
「
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
令
和
十
二

年
度
以
降
の
各
年
度
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
（
次
号

及
び
第
三
号
に
お
い
て
「
令
和
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
と
い
う
。
）
に

百
分
の
九
十
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
か
つ
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
で
あ
つ
て
令
和

二
年
度
以
降
の
各
年
度
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
（
次

号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
「
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
と
い
う
。
）
以

上
の
も
の
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の 



 
 

二 

石
油
ガ
ス
自
動
車
の
う
ち
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
三
十
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定

め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値

の
二
分
の
一
を
超
え
な
い
も
の
又
は
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
同
項
の
規
定
に
よ
り
平
成

十
七
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基

準
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い
も

の
で
あ
つ
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に

百
分
の
九
十
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
か
つ
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以

上
の
も
の
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の 

 
 

三 

軽
油
自
動
車
の
う
ち
、
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
三

十
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準

で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
一
年
十
月
一
日
以
降
に

適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
施
行
規
則
で
定
め
る

も
の
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
十
二
年
度
基
準
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
九
十
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
か
つ
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
の
も
の
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の 

 
 

附
則
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
中
「
第
四
十
七
条
第
二
項
」
を
「
道
路
運
送
車
両
法
第
二
条

第
五
項
」
に
改
め
、
「
の
種
別
割
」
を
削
り
、
「
第
五
十
五
条
の
八
第
一
項
」
を
「
第
五
十
条

第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
一
項
の
」
を
「
前
項
の
」
に
改
め
、
「
の
種
別
割
」

を
削
る
。 

 
 

附
則
第
二
十
三
条
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

（
東
日
本
大
震
災
に
係
る
自
動
車
等
持
出
困
難
区
域
内
の
自
動
車
に
対
す
る
自
動
車
税
の
特

例
） 

 

第
二
十
三
条
の
三 

法
附
則
第
五
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
自
動
車
等
持
出
困
難
区
域
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
自
動
車
等
持
出
困
難
区
域
」
と
い
う
。
）
内
の
自
動
車
が
、
次
に
掲

げ
る
自
動
車
で
施
行
令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
自
動

車
は
、
第
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
等

持
出
困
難
区
域
を
指
定
す
る
旨
の
公
示
が
あ
つ
た
日
以
後
同
項
の
自
動
車
で
な
か
つ
た
も
の

と
み
な
す
。 

 
 

一 

自
動
車
等
持
出
困
難
区
域
を
指
定
す
る
旨
の
公
示
が
あ
つ
た
日
か
ら
継
続
し
て
当
該
自

動
車
等
持
出
困
難
区
域
内
に
あ
つ
た
自
動
車
で
、
当
該
自
動
車
等
持
出
困
難
区
域
内
に
あ

る
間
に
用
途
を
廃
止
し
た
も
の 

 
 

二 

自
動
車
等
持
出
困
難
区
域
を
指
定
す
る
旨
の
公
示
が
あ
つ
た
日
か
ら
当
該
自
動
車
等
持

出
困
難
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
旨
の
公
示
が
あ
つ
た
日
ま
で
の
間
継
続
し
て
当
該
自
動



車
等
持
出
困
難
区
域
内
に
あ
つ
た
自
動
車
で
、
次
に
掲
げ
る
自
動
車
の
区
分
に
応
じ
そ
れ

ぞ
れ
次
に
定
め
る
も
の 

 
 

 

イ 

使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
七
号
）

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
自
動
車
に
該
当
す
る
自
動
車 

当
該
自
動
車
等
持
出
困
難

区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
旨
の
公
示
が
あ
つ
た
日
か
ら
二
月
以
内
に
用
途
を
廃
止
し
、

又
は
同
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
引
取
業
者
（
次
号
イ
に
お
い
て
「
引
取
業
者
」
と
い

う
。
）
に
引
き
渡
し
た
も
の 

 
 

 

ロ 

イ
に
掲
げ
る
自
動
車
以
外
の
自
動
車 

当
該
自
動
車
等
持
出
困
難
区
域
の
指
定
を
解

除
す
る
旨
の
公
示
が
あ
つ
た
日
か
ら
二
月
以
内
に
用
途
を
廃
止
し
た
も
の
又
は
同
日
か

ら
九
月
以
内
に
解
体
し
た
も
の 

 
 

三 

自
動
車
等
持
出
困
難
区
域
を
指
定
す
る
旨
の
公
示
が
あ
つ
た
日
か
ら
当
該
自
動
車
等
持

出
困
難
区
域
の
外
に
移
動
さ
せ
た
日
ま
で
の
間
継
続
し
て
当
該
自
動
車
等
持
出
困
難
区
域

内
に
あ
つ
た
自
動
車
で
、
次
に
掲
げ
る
自
動
車
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
も

の 

 
 

 

イ 

使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
自
動
車

に
該
当
す
る
自
動
車 

当
該
移
動
さ
せ
た
日
か
ら
二
月
以
内
に
用
途
を
廃
止
し
、
又
は

引
取
業
者
に
引
き
渡
し
た
も
の 

 
 

 

ロ 

イ
に
掲
げ
る
自
動
車
以
外
の
自
動
車 

当
該
移
動
さ
せ
た
日
か
ら
二
月
以
内
に
用
途

を
廃
止
し
た
も
の
又
は
同
日
か
ら
九
月
以
内
に
解
体
し
た
も
の 

 
 

附
則
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
中
「
第
二
条
第
九
項
」
を
「
第
二
条
第
十
項
」
に
改
め
る
。 

 

（
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
の
所
有
す
る
自
動
車
に
対
す
る
自
動
車
税
の
種
別
割
の
賦
課
徴
収

に
つ
い
て
の
埼
玉
県
税
条
例
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
の
所
有
す
る
自
動
車
に
対
す
る
自
動
車
税
の
種
別
割
の
賦
課

徴
収
に
つ
い
て
の
埼
玉
県
税
条
例
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
埼
玉
県
条
例

第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

題
名
中
「
の
種
別
割
」
を
削
る
。 

 
 

第
一
条
中
「
の
種
別
割
」
を
削
る
。 

 
 

第
一
条
の
二
の
見
出
し
中
「
の
種
別
割
」
を
削
り
、
同
条
第
一
項
中
「
（
軽
自
動
車
税
の
課

税
客
体
で
あ
る
自
動
車
及
び
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
三

条
の
大
型
特
殊
自
動
車
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
」
及
び
「
の
種
別
割
」
を
削
り
、
同
条
第
二

項
中
「
の
種
別
割
」
を
削
る
。 

 
 

第
二
条
の
見
出
し
並
び
に
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
の
種
別
割
」
を
削
り
、
同
条
第
三

項
中
「
第
百
七
十
七
条
の
十
第
一
項
」
を
「
第
百
五
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
の
種
別
割
」

を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
の
種
別
割
」
を
削
り
、
「
第
五
十
五
条
の
十
四
」
を
「
第
五
十
五



条
」
に
改
め
る
。 

 
 

別
記
第
一
号
様
式
中
「 

 
 

 
 

」
を
削
る
。 

 
（
彩
の
国
み
ど
り
の
基
金
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 
彩
の
国
み
ど
り
の
基
金
条
例
（
平
成
二
十
年
埼
玉
県
条
例
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
二
条
第
一
号
中
「
の
種
別
割
」
を
削
る
。 

（
埼
玉
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

埼
玉
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
元
年
埼
玉
県
条
例
第
五
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

附
則
第
一
項
第
三
号
中
「
附
則
第
九
項
」
を
「
附
則
第
七
項
」
に
改
め
、
附
則
第
七
項
及
び

附
則
第
八
項
を
削
り
、
附
則
第
九
項
を
附
則
第
七
項
と
す
る
。 

 
 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

２ 

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
埼
玉
県
税
条
例
（
附
則
第
四
項
及
び
第
九
項
に
お
い
て
「
新

条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
中
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
部
分
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以

下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
の
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き
不
動
産
取
得
税
に
つ

い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

（
軽
油
引
取
税
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

３ 

施
行
日
前
に
埼
玉
県
税
条
例
第
四
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
に
規
定
す
る
軽
油
の
引

取
り
、
同
条
第
三
項
の
燃
料
炭
化
水
素
油
の
販
売
、
同
条
第
四
項
の
軽
油
若
し
く
は
燃
料
炭
化

水
素
油
の
販
売
、
同
条
第
五
項
の
炭
化
水
素
油
の
消
費
若
し
く
は
同
条
例
第
四
十
六
条
の
二
第

一
項
各
号
の
軽
油
の
消
費
、
譲
渡
若
し
く
は
輸
入
が
行
わ
れ
た
場
合
又
は
施
行
日
前
に
軽
油
引

取
税
の
特
別
徴
収
義
務
者
が
同
条
例
第
四
十
六
条
第
六
項
の
規
定
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
場
合

に
お
い
て
課
す
る
軽
油
引
取
税
の
税
率
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 

（
自
動
車
税
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

４ 

新
条
例
の
規
定
中
自
動
車
税
に
関
す
る
部
分
は
、
令
和
八
年
度
以
後
の
年
度
分
の
自
動
車
税

に
つ
い
て
適
用
す
る
。 

５ 

施
行
日
前
の
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

６ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前

の
埼
玉
県
税
条
例
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
八
項
に
お
い
て
「
旧
条
例
」
と
い
う
。
）
第
五
十
五

（
種
別
割
）

 



条
の
五
第
一
項
、
第
五
十
五
条
の
六
第
一
項
又
は
附
則
第
二
十
二
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
納
税
義
務
を
免
除
さ
れ
る
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
係
る
徴
収
金
に
係
る
旧
条
例
第
五
十

五
条
の
五
第
六
項
、
第
五
十
五
条
の
六
第
二
項
若
し
く
は
附
則
第
二
十
二
条
の
六
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
還
付
又
は
旧
条
例
第
五
十
五
条
の
五
第
七
項
（
旧
条
例
第
五
十
五
条
の
六
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
附
則
第
二
十
二
条
の
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

充
当
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

７ 

令
和
七
年
度
以
前
の
年
度
分
の
自
動
車
税
の
種
別
割
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

８ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
旧
条
例
附
則
第
二
十
三
条
の
三

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
納
税
義
務
を
免
除
さ
れ
る
令
和
元
年
度
か
ら
令
和
三
年
度
ま
で
の
各
年

度
分
の
自
動
車
税
の
種
別
割
に
係
る
徴
収
金
に
係
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
還
付
又
は
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
充
当
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

９ 

新
条
例
附
則
第
二
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
総
務
大
臣
が
地
方
税

法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
十
三
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
前
の
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
二

十
八
年
旧
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
十
二
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
て
公
示

し
た
同
号
に
規
定
す
る
自
動
車
持
出
困
難
区
域
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
旧
自
動
車
持
出
困

難
区
域
」
と
い
う
。
）
は
総
務
大
臣
が
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
八
年
法

律
第
二
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
附
則
第
五
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
指
定
し
て
公
示
し
た
同
項
に
規
定
す
る
自
動
車
等
持
出
困
難
区
域
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
自
動
車
等
持
出
困
難
区
域
」
と
い
う
。
）
と
、
同
号
の
規
定
に
よ
る
旧
自
動
車
持
出
困
難

区
域
を
指
定
す
る
旨
の
公
示
が
あ
っ
た
日
（
地
方
税
法
及
び
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
十
七
号
）
の
施
行
の
日
以
後
最
初
に
総

務
大
臣
が
二
十
八
年
旧
法
附
則
第
五
十
二
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
て
公
示
し

た
旧
自
動
車
持
出
困
難
区
域
に
あ
っ
て
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
）
は
新
条
例
附
則
第

二
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
等
持
出
困
難
区
域
を
指
定
す
る
旨
の
公
示
が
あ

っ
た
日
と
、
そ
れ
ぞ
れ
み
な
す
。 

 

（
軽
自
動
車
税
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

 

 

施
行
日
前
の
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 
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規

則 

埼
玉
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大

野

元

裕 

埼
玉
県
規
則
第
五
十
二
号 

 
 

 

埼
玉
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

第
一
条 

埼
玉
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
三
十
年
埼
玉
県
規
則
第

十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
十
四
条
第
八
号
を
削
り
、
同
条
第
九
号
中
「
第
百
七
十
七
条
の
十
七
の
種
別
割
」
を
「
第

百
六
十
四
条
の
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
八
号
と
し
、
同
条
中
第
十
号
を
削
り
、

第
十
一
号
を
第
九
号
と
し
、
第
十
二
号
か
ら
第
二
十
五
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。 

第
二
条 

埼
玉
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 

 
 

第
二
条
中
「
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
各
種
学
校
を
除
く
」
を
「
い
い
、
各
種
学
校
を
除
く
。

第
十
条
に
お
い
て
同
じ
」
に
、
「
者
を
い
う
。
以
下
」
を
「
者
を
い
う
。
第
十
条
に
お
い
て
」

に
改
め
る
。 

第
三
条
第
一
号
中
「
先
天
性
血
液
凝
固
因
子
欠
乏
症
等
（
第
Ⅰ
因
子
（
フ
ィ
ブ
リ
ノ
ゲ
ン
）

欠
乏
症
、
第
Ⅱ
因
子
（
プ
ロ
ト
ロ
ン
ビ
ン
）
欠
乏
症
、
第
Ⅴ
因
子
（
不
安
定
因
子
）
欠
乏
症
、

第
Ⅶ
因
子
（
安
定
因
子
）
欠
乏
症
、
第
Ⅷ
因
子
欠
乏
症
（
血
友
病
Ａ
）
、
第
Ⅸ
因
子
欠
乏
症
（
血

友
病
Ｂ
）
、
第
Ⅹ
因
子
（
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
プ
ラ
ウ
ア
）
欠
乏
症
、
第
Ⅺ
因
子
（
Ｐ
Ｔ
Ａ
）
欠
乏

症
、
第
Ⅻ
因
子
（
ヘ
イ
グ
マ
ン
因
子
）
欠
乏
症
、
第 

因
子
（
フ
ィ
ブ
リ
ン
安
定
化
因
子
）
欠

乏
症
、
ｖ
ｏ
ｎ 

ｗ
ｉ
ｌ
ｌ
ｅ
ｂ
ｒ
ａ
ｎ
ｄ
（
フ
ォ
ン
・
ヴ
ィ
ル
ブ
ラ
ン
ド
）
病
及
び
血
液
凝

固
因
子
製
剤
に
起
因
す
る
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
症
を
い
う
。
）
、
」
を
削
り
、
「
特
定
疾
患
等
患
者
」

を
「
県
単
独
指
定
難
病
患
者
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
規
定
中
「
特
定
疾

患
等
患
者
」
を
「
県
単
独
指
定
難
病
患
者
」
に
改
め
る
。 

第
四
条
第
一
号
中
「
以
下
」
を
「
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
三
条
に
お
い
て
」
に
改
め
る
。 

第
十
条
の
前
の
見
出
し
及
び
同
条
を
削
り
、
第
十
一
条
中
「
別
表
第
二
の
二
の
項
」
を
「
別

表
第
二
の
一
の
項
」
に
改
め
、
「
（
各
種
学
校
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
一
号
中
「
生

活
保
護
法
」
の
下
に
「
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
号
を

次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

二 

生
活
保
護
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
生
活
に
困
窮
す
る
外
国
人
に
対

す
る
保
護
の
実
施
、
同
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
生
活
に
困
窮
す
る

外
国
人
に
対
す
る
保
護
の
開
始
若
し
く
は
同
条
第
九
項
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
生
活
に
困



窮
す
る
外
国
人
に
対
す
る
保
護
の
変
更
、
同
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
行

う
生
活
に
困
窮
す
る
外
国
人
に
対
す
る
職
権
に
よ
る
保
護
の
開
始
若
し
く
は
同
条
第
二
項

の
規
定
に
準
じ
て
行
う
生
活
に
困
窮
す
る
外
国
人
に
対
す
る
職
権
に
よ
る
保
護
の
変
更
又

は
同
法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
生
活
に
困
窮
す
る
外
国
人
に
対
す
る
保
護
の

停
止
若
し
く
は
廃
止
に
関
す
る
情
報
（
以
下
「
外
国
人
生
活
保
護
実
施
関
係
情
報
」
と
い

う
。
） 

 
 

第
十
一
条
を
第
十
条
と
し
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
条
例
別
表
第
二
の
規
則
で
定

め
る
事
務
及
び
情
報
）
」
を
付
す
る
。 

 
 

第
十
二
条
を
削
る
。 

 
 

第
十
三
条
中
「
別
表
第
二
の
四
の
項
」
を
「
別
表
第
二
の
二
の
項
」
に
改
め
、
同
条
中
第
四

号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
を
削
り
、
第
十
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
十
六
号
か
ら
第
十
八
号
ま
で

を
削
り
、
同
条
第
十
九
号
中
「
公
営
住
宅
法
」
の
下
に
「
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
三

号
）
」
を
加
え
、
「
公
営
住
宅
の
」
を
「
同
法
第
二
条
第
二
号
の
公
営
住
宅
（
次
条
に
お
い
て

「
公
営
住
宅
」
と
い
う
。
）
の
」
に
改
め
、
「
及
び
同
項
の
規
定
に
よ
り
同
居
さ
せ
よ
う
と
す

る
者
に
係
る
外
国
人
生
活
保
護
実
施
関
係
情
報
又
は
外
国
人
就
労
自
立
給
付
金
支
給
関
係
情

報
」
を
削
り
、
同
号
を
同
条
第
五
号
と
し
、
同
条
中
第
二
十
号
か
ら
第
二
十
九
号
ま
で
を
削
り
、

同
条
第
三
十
号
中
「
第
三
十
二
号
」
を
「
第
八
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
六
号
と
し
、
同

条
中
第
三
十
一
号
を
第
七
号
と
し
、
第
三
十
二
号
を
第
八
号
と
し
、
第
三
十
三
号
及
び
第
三
十

四
号
を
削
り
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。 

第
十
四
条
中
「
別
表
第
二
の
五
の
項
」
を
「
別
表
第
二
の
三
の
項
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号

中
「
以
下
」
の
下
に
「
こ
の
条
及
び
次
条
第
一
号
ハ
に
お
い
て
」
を
加
え
、
同
条
第
二
号
中
「
措

置
児
童
又
は
」
を
「
当
該
認
定
に
係
る
同
法
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
措
置
に
係
る
児
童

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
措
置
児
童
」
と
い
う
。
） 

又
は
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
措

置
児
童
」
を
「
当
該
認
定
に
係
る
措
置
児
童
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
保
護
児
童
又
は
」

を
「
当
該
徴
収
に
係
る
同
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
母
子
生
活
支
援
施
設
に
お
け
る
保
護
を
受

け
る
児
童
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
保
護
児
童
」
と
い
う
。
）
又
は
」
に
改
め
、
同
条
第
五

号
中
「
措
置
児
童
又
は
」
を
「
当
該
徴
収
に
係
る
措
置
児
童
又
は
」
に
改
め
、
同
条
第
六
号
中

「
措
置
児
童
」
を
「
当
該
徴
収
に
係
る
措
置
児
童
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。 

 
 

第
十
五
条
中
「
別
表
第
二
の
六
の
項
」
を
「
別
表
第
二
の
四
の
項
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号

ロ
中
「
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
」
の
下
に
「
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

第
百
二
十
三
号
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
号
中
「
外
国
人
就
労
自
立
給
付
金
支
給
関
係
情
報
」

を
「
同
項
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
生
活
に
困
窮
す
る
外
国
人
に
対
す
る
就
労
自
立
給
付
金
の
支

給
に
関
す
る
情
報
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
外
国
人
就
労
自
立
給
付
金
支
給
関
係
情
報
」
と

い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。 



 

第
十
六
条
第
一
号
中
「
外
国
人
要
保
護
者
等
」
を
「
同
法
第
六
条
第
二
項
の
要
保
護
者
に
準

じ
る
者
で
あ
る
外
国
人
又
は
同
条
第
一
項
の
被
保
護
者
に
準
じ
る
者
で
あ
っ
た
外
国
人
（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
外
国
人
要
保
護
者
等
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条
と
す

る
。 

 

第
十
七
条
第
一
号
中
「
要
保
護
者
等
」
を
「
同
法
第
六
条
第
二
項
の
要
保
護
者
又
は
同
条
第

一
項
の
被
保
護
者
で
あ
っ
た
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
要
保
護
者
等
」
と
い
う
。
）
」
に

改
め
、
同
条
第
七
号
中
「
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中

国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
」
の
下
に
「
（
平
成
六
年
法

律
第
三
十
号
）
」
を
加
え
、
「
平
成
十
九
年
改
正
法
」
を
「
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国

の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十

九
年
法
律
第
百
二
十
七
号
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
平
成
十
九
年
改
正
法
」
と
い

う
。
）
」
に
、
「
平
成
二
十
五
年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
」
を
「
中
国
残
留
邦
人
等
の
円

滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
六
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
平
成
二
十
五
年
改
正
法
」
と
い

う
。
）
附
則
第
二
条
第
一
項
」
に
、
「
旧
法
第
十
四
条
第
一
項
」
を
「
平
成
二
十
五
年
改
正
法

に
よ
る
改
正
前
の
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援

に
関
す
る
法
律
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
一
項
」
に
、
「
要

支
援
者
等
」
を
「
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留

邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
支

援
給
付
、
平
成
十
九
年
改
正
法
附
則
第
四
条
第
一
項
の
支
援
給
付
並
び
に
平
成
二
十
五
年
改
正

法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
法
第
十
四
条

第
一
項
の
支
援
給
付
、
平
成
二
十
五
年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
法
第
十
四
条
第
三
項
の
支
援
給
付
及
び
平
成
二
十
五
年
改
正
法

附
則
第
二
条
第
三
項
の
支
援
給
付
の
支
給
を
必
要
と
す
る
状
態
に
あ
る
者
又
は
支
給
を
受
け
て

い
た
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
要
支
援
者
等
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
八
号
中

「
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特

定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
」
の
下
に
「
（
平
成
十
九
年
改
正

法
附
則
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」

を
加
え
、
同
条
を
第
十
五
条
と
す
る
。 

 
 

第
十
八
条
を
第
十
六
条
と
し
、
第
十
九
条
を
第
十
七
条
と
す
る
。 

 
 

第
二
十
条
及
び
第
二
十
一
条
を
削
る
。 

 
 

第
二
十
二
条
中
「
別
表
第
三
の
七
の
項
」
を
「
別
表
第
三
の
五
の
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第

十
八
条
と
す
る
。 

 
 

第
二
十
三
条
を
削
る
。 



附 

則 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
埼
玉
県

個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
八
年
埼
玉
県
条
例
第
五
号
）

の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規

則 

埼
玉
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
五
十
三
号 

 
 

 

埼
玉
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
埼
玉
県
規
則
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
の
三
第
六
項
中
「
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
又
は
第
五
十
五
条
の
十
一
第
四
項
」
を
「
第

五
十
三
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
条
の
四
第
二
号
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
条
の
七
第
二
号
中
「
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
納
付
の
方
法
及
び
条
例
第

五
十
五
条
の
十
一
第
四
項
」
を
「
第
五
十
三
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。 

第
五
条
の
二
の
見
出
し
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
自
動
車

税
（
種
別
割
）
納
付
義
務
免
除
申
告
書
」
を
「
自
動
車
税
納
付
義
務
免
除
申
告
書
」
に
改
め
る
。 

 

第
六
条
第
一
項
中
「
、
種
別
割
」
を
「
、
自
動
車
税
」
に
、
「
自
動
車
税
（
種
別
割
）
減
額
（
取

消
）
通
知
書
」
を
「
自
動
車
税
減
額
（
取
消
）
通
知
書
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
種
別
割
」

を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
る
。 

 

第
六
条
の
九
中
「
納
税
地
を
所
轄
す
る
県
税
事
務
所
の
掲
示
場
に
掲
示
し
て
」
を
「
公
示
事
項

（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
公
示
事
項
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
地
方
税
法

施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
総
理
府
令
第
二
十
三
号
。 

以
下
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条

の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
不
特
定
多
数
の
者
が
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置

く
措
置
を
と
る
と
と
も
に
、
公
示
事
項
が
記
載
さ
れ
た
書
面
を
納
税
地
を
所
轄
す
る
県
税
事
務
所

の
掲
示
場
に
掲
示
し
、
又
は
公
示
事
項
を
当
該
県
税
事
務
所
の
事
務
所
に
設
置
し
た
電
子
計
算
機

の
映
像
面
に
表
示
し
た
も
の
の
閲
覧
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
を
と
る
こ
と
に
よ

つ
て
」
に
改
め
る
。 

 

第
六
条
の
十
中
「
地
方
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
総
理
府
令
第
二
十
三
号
。
以
下
「
施

行
規
則
」
と
い
う
。
）
」
を
「
施
行
規
則
」
に
改
め
る
。 

第
六
条
の
十
二
第
二
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
第
五
十
五
条
の
十
七
第
二
項
」
を
「
第
五

十
五
条
の
四
第
二
項
」
に
、
「
第
五
十
五
条
の
十
三
」
を
「
第
五
十
四
条
」
に
、
「
）
に
、
申
告

納
付
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
条
例
第
五
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
申
告
納
付
す
る
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
日
か
ら
三
十
日
以
内
」
を
「
ま
で
）
」
に
、
「
第
二
号
」
を
「
第
一
号
」
に
改
め
、
同
項
第

一
号
中
「
第
五
十
五
条
の
七
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
項
又
は
第
五
十
五
条
の
十
七
第
三
項
」

を
「
第
五
十
五
条
の
四
第
二
項
」
に
、
「
県
税
減
免
申
請
書
」
を
「
身
体
障
害
者
・
精
神
障
害
者



に
係
る
自
動
車
税
減
免
申
請
書
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
五
十
五
条
の
七
第
二
項
又
は
第

五
十
五
条
の
十
七
第
二
項
」
を
「
第
五
十
五
条
の
四
第
三
項
」
に
、
「
身
体
障
害
者
・
精
神
障
害

者
に
係
る
自
動
車
税
環
境
性
能
割
・
自
動
車
税
（
種
別
割
）
減
免
申
請
書
」
を
「
県
税
減
免
申
請

書
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
及
び
第
四
号
」
を
「
か
ら
第
三
号
ま
で
」
に
、
「
第
一
号
か
ら

第
三
号
ま
で
」
を
「
第
一
号
及
び
第
四
号
」
に
、
「
前
項
第
二
号
」
を
「
前
項
第
一
号
」
に
改
め
、

同
項
第
一
号
中
「
又
は
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
四
号
）

第
六
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
軽
自
動
車
届
出
済
証
」
を
削
り
、
同
条
第

四
項
中
「
第
五
十
五
条
の
七
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
四
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
又
は
第

五
十
五
条
の
十
七
第
四
項
」
を
「
第
五
十
五
条
の
四
第
四
項
」
に
改
め
、
「
同
項
の
規
定
に
よ
る

減
免
に
あ
つ
て
は
、
」
及
び
「
条
例
第
五
十
五
条
の
七
第
一
項
第
一
号
又
は
第
四
項
第
一
号
に
該

当
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
条
例
第
五
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
申
告
納
付
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

日
か
ら
三
十
日
以
内
に
、
条
例
第
五
十
五
条
の
七
第
四
項
第
二
号
に
該
当
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は

同
号
に
規
定
す
る
理
由
が
や
ん
だ
日
か
ら
三
十
日
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
、
条
例
第
五
十
五
条
の

十
七
第
四
項
に
該
当
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
」
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中
「
第
五
十
五
条
の
七
第

四
項
第
三
号
又
は
第
五
十
五
条
の
十
七
第
四
項
」
を
「
第
五
十
五
条
の
四
第
四
項
」
に
改
め
、
「
同

項
の
規
定
に
よ
る
減
免
に
あ
つ
て
は
、
」
及
び
「
、
申
告
納
付
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
条
例
第

五
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
申
告
納
付
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
」
を
削
り
、

同
条
第
六
項
中
「
第
五
十
五
条
の
十
七
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
」
を
「
第
五
十
五
条
の
四
第
二

項
か
ら
第
四
項
ま
で
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
十
五
条
の
二
か
ら
第
三
十
五
条
の
五
ま
で
を
削
る
。 

 

第
三
十
五
条
の
六
中
「
第
五
十
五
条
の
七
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第
五
十
五
条
の
四
第
二
項
」

に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
五
条
の
二
と
す
る
。 

 

第
三
十
五
条
の
七
を
削
る
。 

 

第
三
十
六
条
の
見
出
し
中
「
種
別
割
課
税
免
除
承
認
」
を
「
自
動
車
税
課
税
免
除
承
認
」
に
改

め
、
同
条
中
「
第
五
十
五
条
の
十
七
第
一
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
五
十
五
条
の
四
第
一
項
た
だ
し

書
」
に
、
「
自
動
車
税
（
種
別
割
）
課
税
免
除
承
認
申
請
書
」
を
「
自
動
車
税
課
税
免
除
承
認
申

請
書
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
十
七
条
の
見
出
し
中
「
第
五
十
五
条
の
十
七
第
二
項
」
を
「
第
五
十
五
条
の
四
第
二
項
」

に
、
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
第
五
十

五
条
の
十
七
第
二
項
」
を
「
第
五
十
五
条
の
四
第
二
項
」
に
、
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に

改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
第
五
十
五
条
の
十
一
第
一
項
」
を
「
第
五
十
三
条
第
一
項
」
に
、
「
種

別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
第
百
七
十
七
条
の
十
第
二
項
」
を
「
第
百
五
十

七
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
百
七
十
七
条
の
十
第
一
項
」
を
「
第
百
五
十
七
条

第
一
項
」
に
、
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
第
百
七
十
七
条
の
十
第
二



六
十
四
の
三
か
ら
六
十
四
の
九
ま
で 

 
 

 

削
除 

 

 

項
」
を
「
第
百
五
十
七
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
第
五
十

五
条
の
十
七
第
二
項
」
を
「
第
五
十
五
条
の
四
第
二
項
」
に
、
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に

改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
、
「
第
百
七
十
七
条
の
十
第
二
項
」
を

「
第
百
五
十
七
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
、
「
第

百
七
十
七
条
の
十
第
二
項
」
を
「
第
百
五
十
七
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
四
百

六
十
三
条
の
二
十
三
」
を
「
第
四
百
五
十
六
条
」
に
改
め
、
「
の
種
別
割
」
を
削
り
、
「
係
る
種

別
割
」
を
「
係
る
自
動
車
税
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
十
八
条
の
見
出
し
中
「
種
別
割
」
を
「
自
動
車
税
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
五
十
五
条
の

十
九
」
を
「
第
五
十
五
条
の
六
」
に
、
「
に
よ
る
種
別
割
」
を
「
に
よ
る
自
動
車
税
」
に
、
「
自

動
車
税
（
種
別
割
）
納
税
証
明
印
」
を
「
自
動
車
税
納
税
証
明
印
」
に
改
め
る
。 

 

第
四
十
四
条
の
表
四
の
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

    

第
四
十
四
条
の
表
八
の
五
号
及
び
九
の
二
の
三
号
中
「
（
種
別
割
）
」
を
削
り
、
同
表
十
一
号

中
「
第
二
項
第
一
号
」
を
「
第
二
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
表
十
一
の
二
号
中
「
自
動
車
税
環
境

性
能
割
・
」
及
び
「
（
種
別
割
）
」
を
削
り
、
「
第
六
条
の
十
二
第
二
項
第
二
号
」
を
「
第
六
条

の
十
二
第
二
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
表
五
十
八
号
及
び
五
十
九
号
中
「
（
種
別
割
）
」
を
削
り
、

同
表
六
十
の
二
号
及
び
六
十
の
三
号
中
「
第
五
十
五
条
の
十
五
」
を
「
第
五
十
五
条
の
二
」
に
改

め
、
同
表
六
十
一
号
及
び
六
十
一
の
二
号
中
「
（
種
別
割
）
」
を
削
り
、
「
第
五
十
五
条
の
十
九
」

を
「
第
五
十
五
条
の
六
」
に
改
め
、
同
表
六
十
一
の
三
号
中
「
第
五
十
五
条
の
二
第
二
項
及
び
第

五
十
五
条
の
十
一
第
四
項
」
を
「
第
五
十
三
条
第
四
項
の
」
に
改
め
、
同
表
六
十
四
の
三
号
か
ら

六
十
四
の
九
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

    

附
則
第
十
三
項
か
ら
第
十
五
項
ま
で
を
削
る
。 

 

附
則
第
十
六
項
中
「
の
種
別
割
」
を
削
り
、
同
項
を
附
則
第
十
三
項
と
す
る
。 

 

附
則
第
十
七
項
か
ら
第
十
九
項
ま
で
を
削
る
。 

 

 

四
の
二 

 

削
除 

 

 

 

 



別
記
様
式
第
四
号
（
四
）
中
「 

 
 

 

）
」
を
削
る
。 

別
記
様
式
第
四
号
（
四
の
二
）
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
、

「 
 

 
 

 
 

 
 

 

「 

 
 

 
 

 
 

 

」 
 

 
 

 
 

 
 

 

」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 

「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」 
 

 
 

 
 

 
 

 

」 
 

同
様
式
の
附
表
中
「 

 
 

 
 

」
を
削
る
。 

 

別
記
様
式
第
四
号
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

別
記
様
式
第
四
号
の
五
（
二
）
、
別
記
様
式
第
四
号
の
五
（
二
の
三
）
及
び
別
記
様
式
第
四
号

の
五
（
三
）
中
「 

 
 

 
 

」
を
削
る
。 

別
記
様
式
第
四
号
の
五
（
五
）
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 

」
に
、 

「 
 

 
 

 
 

 
 

「 

 
 

 
 

 
 

」 
 

 
 

 
 

 
 

」 

別
記
様
式
第
四
号
の
五
（
五
の
二
）
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

」
に
、 

「 
 

 
 

 
 

 
 

「 

 
 

 
 

 
 

」 
 

 
 

 
 

 
 

」 

別
記
様
式
第
四
号
の
五
（
五
の
三
）
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「 
 

 
 

 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 
 

 
 

 

」 

 
 

 
 

 
 

 
 

「 
 

 
 

 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 
 

 
 

 

」 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
、 

 
 

 
 

 
 

 

 

「 
 

 
 

 
 

 

「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 
 

 
 

 
 

 

」 

 

 

   
 

 
 

 

「 

 
 

 

」 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」 

別
記
様
式
第
十
号
（
二
）
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

」
に
、
「 

自
動

車
税

 

（
種

別
割

）
 

自
動

車
税

 

を 

に
改
め
る
。 

自
動

車
税

（
種

別
割

）
 

自
動

車
税
 

に
改
め
る
。 

を 

自
動

車
税

 

(
種

別
割

）
 

自
動

車
税

 

を 

に
改
め
る
。 

「
自

動
車

税
環

境
性

能
割

・
自

動
車

税
（

種
別

割
）

」
 

「
自

動
車

税
」

 

納
税

番
号
 

 

に
改
め
る
。 

 
 

 

自
動

車
税

（
種

別
割

）
 

（
種

別
割

 

自
動

車
税

 

（
種

別
割

）
 

 

 

「
自

動
車

税
（

種
別

割
）

の
」

 

（
種

別
割

）
 

（
種

別
割

）
」

 

（
自

動
車

税
（

種
別

割
）

 

「
自

動
車

税
の

」
 

 

自
動

車
税

 

別
記
様
式
第
四
号
（
四
の
三
）
中 

自
動

車
税

（
種

別
割

）
 

自
動

車
税

 

に
改
め
、 

（
種

別
割

）
 

（
自

動
車

税
 

を 

を 

に
改
め
る
。 

（
自

動
車

税
（

種
別

割
）

 
（

自
動

車
税

 

を 

別
記
様
式
第
四
号
の
八
中 

自
動

車
税

 

（
種

別
割

）
分
 

自
動

車
税

分
 

に
改
め
る
。 

別
記
様
式
第
五
号
中 

に
改
め
る
。 

を 

自
動

車
税
 

別
記
様
式
第
八
号
の
五
中 「

自
動

車
税

（
種

別
割

）
納

付
」

 

を 「
自

動
車

税
納

付
」

 
「

下
 

記
自

動
車

税
（

種
別

割
）

」
 

「
下

記
自

動
車

税
」
 

を 

に
、 

 
「

自
動

車
税

（
種

別
割

）
の

」
 

を 「
自

 

動
車

税
の

」
 

に
、 

（
種

別
割

）
」
 

別
記
様
式
第
十
号
（
一
）
中
「 

を
削
り
、 

  
納

税
（

登
録

）
番

号
 
 

（
自

動
車

税
（

種
別

割
）

 
（

自
動

車
税

 
自

動
 

別
記
様
式
第
九
号
の
二
の
三
中
「 

を
削
る
。 

を 

「 

別
記

様
式

第
四

号
の

二
 

削
除

 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「 
 

 
 

 
 

 
 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 
 

 
 

 
 

 
 

」 
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「 
 

 
 

 
 

 
 

「 

 
 

 
 

 

」 
 

 
 

 
 

 
 

」 

 

別
記
様
式
第
十
号
（
五
）
の
附
表
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を 

「 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

別
記
様
式
第
十
一
号
（
一
）
の
注
意
１
中 

を
「 

 
 

 

」
に
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
十
一
号
（
二
）
中
「 

 
 

 
 

」
を
削
る
。 

別
記
様
式
第
十
一
号
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

   
を 

に
、 

（
種

別
割

）
 

「
自

動
車

税
減

額
 
」

 

自
動

車
税

環
境

性
能

割
・

自
動

車
税

（
種

別
割

）
 

 

 

 

車
税

（
種

別
割

）
減

額
」

 
「

自
動

車
税

減
額

」
 

自
動

車
税

 
（

種
別

割
）

 
自

動
車

税
 

を 

に
、 

を 

「
自

動
車

税
（

種
別

割
）

減
額

 
」

 

別
記
様
式
第
十
号
（
三
）
中 

を 
 

自
動

車
税

 

「
自

動
車

税
環

境
性

能
割

及
び

自
動

車
税

（
種

別
割

）
」
 

自
動

車
税

 
に
改
め
る
。 

 
自

動
車

税
 

（
種

別
割

）
 

自
動

車
税
 



                    

別記様式第十一号の二 

身体障害者・精神障害者に係る自動車税減免申請書 

年  月  日  

（宛先） 

埼玉県自動車税事務所長 

納 税 者           

住  所           

フリガナ           

氏  名           

電話番号           

           

下記のとおり、埼玉県税条例第５５条の４第２項の規定により自動車税の減免を

受けたいので申請します。 

区     分 年     度 税    率 税    額 

自 動 車 税 年度  円 円 

自 

動 
車 

登 録 番 号 

又は車両番号 

事業用・
自家用の
別 

定置場（使用の

本拠の位置） 

所有者の住所及び

氏 名（名 称） 

使用者の住所

及 び 氏 名 

     

精 
 
 

神 
 
 

障 
 
 

害 
 
 

者 

身 
 
 

体 
 
 

障 
 
 

害 
 
 

者 

住 所  
フリガナ 

氏 名  年  月  日生 

納税者との続柄  使用目的  

身体障害者 
（戦傷病者） 
手 帳 又 は 
療 育 手 帳 

記 号 番 号  
交  付

年 月 日 
年  月  日 

障害等級又は

障害の程度 
 障 害 名  

精神障害者 
保健福祉手帳 

障 害 等 級  手帳番号  自立支援医療

費受給者番号 
 

交付年月日 年  月  日 有効期限

（更新） 年  月  日 

 



                    

 

運 
 
 
 

転 
 
 
 

者 

住 所  
フリガナ 

氏 名 
 

身体障害者又
は精神障害者
との続柄 

 

運転免許証

又は免許情

報記録個人

番号カード 

番 号  交付年月日  

免許の種類  有 効 期 限  

免許の条件及び自動車の制限 

備

考 

 

 注意 自動車税の減免申請の際、身体障害者（戦傷病者）手帳、療育手帳又は精神障害

者保健福祉手帳、運転免許証又は免許情報記録個人番号カード及び自動車検査証を

提示してください。この場合、身体障害者（戦傷病者）手帳に障害の区分等が明示

されていないときは障害区分等証明書（附表）を、減免を受けようとする者若しく

は減免申請に係る自動車を運転する者が身体障害者若しくは精神障害者と生計を一

にする者であるとき、又は当該自動車を運転する者が身体障害者若しくは精神障害

者のみで構成される世帯の身体障害者若しくは精神障害者を常時介護する者である

ときはその旨を証するに足りる書類を添付してください。また、その他減免につい

て必要な書類がある場合は、その書類を添付してください。 



（
ふ

り
が

な
 

 
 

 
 

 
 

 

自
動

（
種

別
割

）
 

自
 

（
 

 
 
動

 
車

 
税

 

 
種

別
割

）
 

 
 

 
 

 
 
）

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

局
 

 
 

番
 

別
記
様
式
第
十
一
号
の
二
の
附
表
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を

「 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 
別
記
様
式
第
十
一
号
の
三
の
備
考
、
別
記
様
式
第
十
一
号
の
六
の
注
意
１
及
び
別
記
様
式
第
十

一
号
の
七
の
備
考
１
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を 

に
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
十
四
号
（
一
）
及
び
別
記
様
式
第
十
四
号
（
一
の
二
）
中
「 

 
 

 
 

」
を
削

る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

「 
 

 
 

 
 

 

「 
 

 
 

 

「 

 
 

 
 

」 
 

 
 

 
 

」 
 

 
 

 
 

」 
 

 
 

 

」 

 

別
記
様
式
第
十
四
号
（
三
の
二
）
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を 

 
 

「 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「 
 

  
 

 
 

 
 

「 

」 
 

 
 

 
 

 

」 

別
記
様
式
第
十
四
号
（
五
）
を
削
る
。 

 

別
記
様
式
第
十
九
号
（
三
）
、
別
記
様
式
第
五
十
八
号
及
び
別
記
様
式
第
五
十
九
号
中
「 

 
 

」
を
削
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

 

別
記
様
式
第
六
十
号
の
三
中 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を
「 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

別
記
様
式
第
六
十
一
号
（
一
）
、
別
記
様
式
第
六
十
一
号
（
二
）
及
び
別
記
様
式
第
六
十
一
号

（
四
）
中
「 

 
 

 
 

」
を
削
る
。 

 

別
記
様
式
第
六
十
一
号
の
二
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

を
「 

 
 

 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

別
記
様
式
第
六
十
四
号
の
三
か
ら
第
六
十
四
号
の
九
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
種

別
割

）
 

「
自

動
車

税
」

 

自
動

車
税

 

「
自

動
車

（
種

別
割

）
 

 
 

 
納

税
済

 
 

 
」

 
自

動
車

税
納

税
済

 

 

自
動

車
税

環
境

性
能

割
・

自
動

車
税

（
種

別
割

）
 

自
動

車
税

環
境

性
能

割
及

び
自

動
車

税
（

種
別

割
）
 

 

別
割

）
 

「
第

５
５

条
の

１
５

」
 

「
第

５
５

条
の

２
」

 

 

（
種

別
割

）
 

「
（

自
動

車
税

（
種

別
割

）
」

 
「

（
自

動
車

税
」

 

別
記
様
式
第
十
四
号
（
三
）
中 

に
、 

車
税
（

種
別

割
）
 

を 
に
、 

を 
自

動
車

税
 

自
動

車
税

 

（
種

別
割

）
 

を 
自

動
車

税
 

に
改
め
る
。 

自
動

車
税

環
境

性
能

割
、

自
動

車
税

（
種

別
割

）
 

 
自

動
車

税
 

別
記
様
式
第
十
四
号
（
四
）
中 「

（
自

動
車

税
（

種
別

割
）

」
 

 

「
（

自
動

車
税

」
 

を 

に
、 

を 
自

動
車

税
 

に
改
め
る
。 

（
種

 

別
記
様
式
第
六
十
号
の
二
中 

に
、 

を 
「

 

（
ふ

り
が

な
）

 

 
 

 
 

 
 

 
電

話
番

号
 

（
 

）
 

を 

に
、 「

支
払

場
所

」
 

 

を
「 

払
方

法
」

 

 

支
 

 

に
改
め
る
。 

「
第

１
７

７
条

の
１

３
第

２
項

」
 

第
１

６
０

条
第

２
項

」
 

に
、 

（
ふ

り
が

な
）

 

 
 

 
 

 
 

 
電

話
番

号
 

（
 

）
 

（
ふ

り
が

な
）

 

 
 

 
 

 
 

 
 

局
 

 
 

 
 

番
 

に
、 

を 
「

支
払

 

場
所

」
 

を 「
支

払
方

法
」

 

に
改
め
る
。 

 



  

附
則
別
記
様
式
第
十
号
及
び
附
則
別
記
様
式
第
十
一
号
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
六
条
の
九
の
改
正
規
定

は
、
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
一
号
）
附
則
第
一
条
第
十
二

号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
公
示
送
達
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

２ 

改
正
後
の
第
六
条
の
九
の
規
定
は
、
前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
日
以
後
に
す
る
公
示
送
達

に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
し
た
公
示
送
達
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 

 

（
改
正
前
の
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

３ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
埼
玉
県
税
条
例
施
行
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当

分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

別
記

様
式

第
六

十
四

号
の

三
か

ら
別

記
様

式
第

六
十

四
号

の
九

ま
で

 
削

除
 

 



議
会
の
議
決
を

要
す
る
も
の
又

は
法
律
第

180

条
第
２
項
の
規

定
に
よ
り
議
会

へ
の
専
決
処
分

の
報
告
を
要
す

る
も
の
 

 

規

則 

埼
玉
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
五
十
四
号 

 
 

 

埼
玉
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
埼
玉
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 

 

第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
国
庫
支
出
金
」
の
下
に
「
（
歳
入
予
算
に
計
上
さ
れ
て
い
な
い

も
の
そ
の
他
の
企
画
財
政
部
長
が
別
に
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
加
え
る
。 

 

第
十
四
条
第
一
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 

 
 

た
だ
し
、
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
行
為
に
係
る
企
画
財
政
部
長
又
は
財
政
課
長
へ
の

合
議
は
、
当
該
行
為
に
係
る
予
算
を
計
上
し
た
趣
旨
又
は
予
算
の
内
容
の
変
更
を
伴
う
も
の
そ

の
他
の
企
画
財
政
部
長
が
別
に
定
め
る
も
の
に
限
る
。 

 

第
十
五
条
第
一
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 

 
 

た
だ
し
、
企
画
財
政
部
長
又
は
財
政
課
長
へ
の
合
議
は
、
当
該
支
出
負
担
行
為
に
係
る
予
算

を
計
上
し
た
趣
旨
又
は
予
算
の
内
容
の
変
更
を
伴
う
も
の
そ
の
他
の
企
画
財
政
部
長
が
別
に
定

め
る
も
の
に
限
る
。 

 

第
五
十
四
条
第
五
号
中
「
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
」
を
「
Ｎ
Ｔ
Ｔ
東
日
本
株
式
会
社
」
に

改
め
る
。 

 

第
百
四
条
の
二
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

第
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
企
画
財
政
部
長
又
は
財
政

課
長
へ
の
合
議
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

第
百
四
条
の
五
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

第
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
企
画
財
政
部
長
又
は
財
政

課
長
へ
の
合
議
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

第
百
三
十
五
条
第
二
項
中
「
の
種
別
割
又
は
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
自
動
車
税
の
種
別
割
等
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
「
若
し
く
は
自
動
車
税
の
種
別
割
等
」

を
「
若
し
く
は
自
動
車
税
」
に
改
め
る
。 

     

３
億
円
以
上
 

契
約

変
更
額
が
当
 

初
契

約
金

額
の

 

５
％

以
上
と
な
る
 

場
合

又
は
契
約
変
 

更
額

の
累
計
額
が
 

当
初

契
約
金
額
の
 

５
％

以
上
と
な
る
 

場
合

を
含
む
。
 

「 

別
表
第
一
１
中
「 

 
 

」
を
「 

 
 

」
に
、 

を 
「 

」 

５
億

円
 

８
億

円
 

「 

「 

に
改
め
、 

議
会
の
議
決
を

要
す
る
も
の
 

」 

7,000万
円
以
上
 

  土
地
に
つ
い
て
は
 

7,000万
円
以
上
で
 

面
積
20,000平

方
メ
 

ー
ト
ル
以
上
の
も
の
 

 



    

  

別
表
第
二
第
十
二
項
中
「 

 
 

」
を
「 

 
 

」
に
改
め
、
同
表
第
十
六
項
中
「 

 

」
の
次
に
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
加
え
る
。 

 

様
式
第
三
十
七
号
（
六
）
か
ら
様
式
第
三
十
七
号
（
八
）
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

  

様
式
第
四
十
一
号
（
二
）
、
様
式
第
四
十
一
号
（
四
）
、
様
式
第
四
十
一
号
（
八
）
及
び
様
式

第
四
十
一
号
（
十
一
）
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
削
る
。 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

改
正
前
の
様
式
第
四
十
一
号
（
二
）
、
様
式
第
四
十
一
号
（
四
）
、
様
式
第
四
十
一
号
（
八
）

及
び
様
式
第
四
十
一
号
（
十
一
）
の
規
定
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て

使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

」 

５
億

円
 

８
億

円
 

電
波

利
用

 

、
行

旅
病

人
取

扱
費

用
、

行
旅

死
亡

人
取

扱
費

用
 

 

様
式

第
３

７
号

（
６

）
か

ら
様

式
第

３
７

号
（

８
）

ま
で

 
削

除
 

、
健

康
保

険
の

被
保

険
者

証
 

「 

「
 

7,000万
円
以
上
 

  土
地
に
つ
い
て
は
 

7,000万
円
以
上
で
 

面
積
20,000平

方
メ
 

ー
ト
ル
以
上
の
も
の
 

議
会
の
議
決
を

要
す
る
も
の
 

 

に
改
め
る
。 

 

を 

同
表
４
中 

料
 


	Kenpo外24
	g24_20260331-001i27623comp
	g24_20260331-002i27622comp
	g24_20260331-003i27520comp
	g24_20260331-004i27624comp
	g24_20260331-005i27525comp

		Motohiro Ohno
	2026-04-01T10:30:44+0900
	日本
	2026-04-01 10:30:36 +09:00 JSTに承認しました


	



